
令和元年10月25日発行 （2）議 会 だ よ り

　地方公務員法および地方自治法の一部改正に伴い、

１３の条例の一部を改正し、会計年度任用職員制度が

設けられることに伴う規定およびその他所要の規定を

整備する。（施行期日：令和２年４月１日）

　子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、満３歳

以上の教育・保育給付認定子どもの保育料について無

料とするとともに、その他所要の規定を整備する。

（施行期日：令和元年１０月1日）

　森林環境譲与税を活用し、森林の整備およびその

促進に関する施策の財源に充てる基金の設置等につ

いて規定する。（施行期日：公布の日）

◯工事名　　　川越市東清掃センター大規模改修工事

◯工事場所　　川越市芳野台２丁目８番地１８

◯工事内容　　⑴焼却施設改修工事一式

　　　　　　　⑵リサイクル施設改修工事一式

◯契約の方法　随意契約

◯契約の金額　２，０３５，０００，０００円

◯契約の相手方　東京都港区芝浦３丁目９番１号

　　　　　　　　　株式会社タクマ東京支社

◯工期　　　　契約締結日～令和４年３月１５日

◯工事名　　　川越武道館耐震補強その他工事

◯工事場所　　川越市郭町２丁目３０番地１

◯工事内容　　⑴耐震補強工事一式

　　　　　　　⑵建築改修工事一式

◯契約の方法　一般競争入札

◯契約の金額　２３２，１５５，０００円

◯契約の相手方　川越市大字鯨井１７０５番地２

　　　　　　　　　初雁興業株式会社

◯工期　　　　契約締結日～令和２年７月３１日

　生産緑地地区として定めることができる区域の規

模に関する条件を３００㎡以上の規模の区域とする。

（施行期日：公布の日）

　９月６日、議案第７１号「川越市手数料条例の一部

を改正する条例を定めることについて」の議案質疑に

おいて、市民への意見聴取や議会への十分な説明がな

されないまま、使用料・手数料改定の議案が１５件提

出されたことについて、懸念が示されました。

（質疑については６ページをご覧ください）

　同日、市長より、指摘のあった件を踏まえ、精査し

た結果、議案第７１号、第７２号、第７６号から第７８

号、第８４号から第８７号、第８９号、第９０号、第

９２号、第９３号、第９７号の１４件について、撤回

したい旨の申し出があり、撤回承認されました。

（撤回された議案名については３ページをご覧ください）

　　補正予算額　　　　１３億４５２１万円

  　（補正後予算額　 １１３６億５５７６万６千円）

【主な内容】

◯幼児教育・保育の無償化の実施

◯森林環境譲与税の活用に関する取り組み

◯南古谷小学校の屋外運動場用地取得

◯江川流域都市下水路の施設改修工事

市長から５１件の議案が提出されました。

各議案への質疑については、４～９ペー

ジを、討論は、９～１０ページをご覧く

ださい。

採決の結果は３ページの議決結果一覧表

をご覧ください。
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